
土地改良・切り語り
に
小
農
の
余
剰
労
力
を
吸
収
で
き
る
商
工
業
の
発
展
が

あ
っ
た
。
③
農
業
保
護
批
判
：
金
銭
補
助
に
よ
る
利
益

誘
導
は
農
業
者
の
計
算
を
誤
ら
せ
る
。
保
護
政
策
で
収

益
性
の
低
い
農
業
を
維
持
し
て
も
低
所
得
者
を
存
続
さ

せ
る
だ
け
で
、
農
外
所
得
に
頼
る
兼
業
農
家
が
増
え
る
。

④
保
護
貿
易
批
判
：
関
税
な
ど
で
農
産
物
の
市
場
価
格

を
引
上
げ
て
も
地
代
が
上
が
り
地
主
が
得
を
す
る
だ
け

で
、
外
国
市
場
で
の
競
争
力
を
弱
め
る
。
も
と
も
と
自

給
は
無
理
で
、
稀
な
戦
時
の
た
め
常
に
不
効
率
な
農
業

を
保
護
し
て
も
競
争
力
向
上
の
保
証
は
な
い
。
政
府
は

変
動
す
る
市
価
の
安
定
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

4
柳
田
農
政
論
と
現
実

戦
前
・
戦
後
の
農
政
は
貧
農
・
小
農
保
護
政
策
が
主

流
で
、
結
果
的
に
小
作
料
の
引
上
げ
に
も
な
り
地
主
層

に
も
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
小
農
の
余
剰
労
力
を
吸

収
で
き
る
商
工
業
の
発
展
を
背
景
と
し
た
柳
田
の
主
張

は
通
ら
な
か
っ
た
。
戦
時
の
食
糧
管
理
制
度
と
戦
後
の

農
地
解
放
を
経
て
も
小
作
農
は
零
細
な
ま
ま
自
作
農
化

し
た
。
離
農
を
伴
う
経
営
規
模
の
拡
大
策
は
農
業
基
本

法
（
昭
和
三
十
六
年
）
か
ら
始
ま
る
構
造
政
策
で
日
の

目
を
見
る
が
、
農
地
の
資
産
保
有
が
影
響
し
、
北
海
道

以
外
で
は
兼
業
化
が
進
ん
だ
。
冒
頭
の
よ
う
に
今
で
も

小
農
保
護
策
が
息
を
吹
き
返
す
こ
と
も
あ
る
。

保
護
貿
易
の
根
底
に
あ
っ
た
地
主
制
は
農
地
改
革
で

消
滅
し
、
農
産
物
貿
易
の
自
由
化
は
あ
る
程
度
進
ん
で
、

消
費
者
が
そ
の
成
果
を
受
け
取
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、

競
争
力
の
強
化
は
不
十
分
な
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
産

業
組
合
は
高
利
貸
や
悪
徳
商
人
・
在
村
の
小
商
人
か
ら

社
会
の
中
級
以
下
の
者
を
守
る
目
的
で
あ
っ
た
が
、
戦

前
は
地
主
が
米
を
有
利
に
販
売
す
る
た
め
の
共
同
販
売

組
織
な
ど
富
裕
層
が
中
心
の
組
合
と
な
り
小
中
農
は
加

入
で
き
な
か
っ
た
。
小
農
の
離
農
な
ど
を
求
め
る
柳
田

農
政
論
は
現
在
の
J
A
へ
の
批
判
に
も
繋
が
る
。

5
柳
田
農
政
論
と
土
地
改
良

柳
田
は
土
地
改
良
に
期
待
を
か
け
て
い
る
。
①
市
場

経
済
下
で
自
由
な
作
物
選
択
を
可
能
に
す
る
水
田
の
汎

用
耕
地
化
な
ど
を
推
進
す
る
。
②
土
地
の
自
由
な
処
分

と
永
久
の
占
有
が
で
き
る
土
地
所
有
者
で
な
け
れ
ば
土

地
改
良
投
資
は
困
難
と
し
、
借
地
農
の
投
資
に
は
政
策

的
な
工
夫
が
必
要
で
あ
る（
注
3
）。
③
耕
地
整
理
で
は
土

地
の
分
合
交
換
が
進
ま
ず
小
農
が
存
続
す
る
傾
向
に
あ

る
。
大
地
主
の
影
響
や
法
律
手
続
の
煩
雑
等
も
あ
る
が
、

地
方
官
庁
が
誘
導
し
費
用
や
事
務
を
補
助
す
べ
き
で
あ

る
。
農
業
バ
ッ
シ
ン
グ
の
激
し
か
っ
た
昭
和
末
期
に
、

農
地
利
用
集
積
を
条
件
に
し
た
土
地
改
良
事
業
助
成
が

制
度
化
さ
れ
た
。
④
灌
漑
排
水
事
業
は
私
人
間
の
利
益

が
衝
突
し
や
す
い
た
め
事
業
が
小
地
域
で
行
わ
れ
易
く

地
域
全
体
に
は
有
害
に
な
る
。
古
来
い
ず
れ
の
国
で
も

国
の
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
の
は
単
に
費
用
の
た
め

で
な
い
。
灌
漑
排
水
事
業
は
耕
地
整
理
法
の
改
正
（
明

治
三
十
八
年
）
で
耕
地
整
理
事
業
に
取
り
込
ま
れ（
注
4
）、

都
道
府
県
営
事
業
が
創
設
さ
れ
た
（
大
正
十
二
年
）。

戦
後
の
土
地
改
良
法
制
定
で
種
々
の
工
種
を
包
摂
し
た

土
地
改
良
事
業
に
対
し
国
営
・
都
道
府
県
営
事
業
が
確

立
し
た
。
⑤
耕
地
整
理
組
合
は
工
事
終
了
と
と
も
に
解

散
す
る
が
、
市
町
村
と
普
通
水
利
組
合
は
施
設
の
維
持

管
理
を
行
い
、
法
人
と
し
て
永
続
す
る
。
両
者
の
事
業

は
区
域
や
設
計
等
で
相
互
に
調
整
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
土
地
改
良
区
の
創
設
で
解
決
し
た
。

6
柳
田
國
男
か
ら
学
ぶ
こ
と

柳
田
の
農
政
学
は
徹
底
し
た
経
済
合
理
主
義
の
下
、

農
業
者
（
耕
作
者
）
が
自
立
し
た
経
営
で
生
産
性
を
高

め
、
結
果
的
に
国
民
全
体
の
幸
福
を
実
現
す
る
施
策
で

あ
る
。
現
代
と
は
、
人
口
減
少
、
農
業
者
の
高
齢
化
、

農
地
面
積
の
減
少
、
大
規
模
経
営
に
必
要
な
技
術
進
歩

な
ど
時
代
背
景
が
異
な
る
が
、
そ
の
論
理
展
開
は

一
〇
〇
年
後
の
今
で
も
通
用
す
る
。
一
方
、
農
政
学
と

と
も
に
家
の
存
続
を
論
じ
、
こ
こ
で
も
国
家
視
点
で
な

く
民
間
伝
承
を
研
究
す
る
民
俗
学
を
展
開
す
る
。
柳
田

國
男
は
社
会
に
投
影
さ
れ
た
何
か
割
り
切
れ
な
い
部
分

を
見
て
い
た
。
合
理
性
と
と
も
に
、
そ
の
部
分
を
政
策

へ
の
思
考
過
程
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

【
注
1
】
本
論
考
は
「
ち
く
ま
文
庫
柳
田
國
男
全
集
29
/
30
」
に
収
め
ら

れ
た
「
中
農
養
成
策
」、「
農
政
学
」、「
時
代
ト
農
政
」
等
に
よ
る
が
、

紙
面
の
都
合
で
原
文
引
用
で
な
く
要
約
し
た
。

【
注
2
】
柳
田
は
品
種
改
良
・
施
肥
改
善
・
土
地
改
良
・
機
械
化
な
ど
の

技
術
や
経
営
法
の
発
展
に
よ
る
大
規
模
経
営
（
大
農
）
を
否
定
し
な
い

が
、
当
時
は
大
地
主
の
大
農
場
も
資
本
家
の
未
墾
地
開
発
も
困
難
な
の

で
、
当
面
は
中
農
を
推
奨
し
た
。
現
在
な
ら
自
家
労
力
で
十
分
な
収
入

を
得
ら
れ
る
専
業
農
家
の
経
営
面
積
は
2
ha
よ
り
遥
か
に
広
い
だ
ろ
う
。

【
注
3
】
柳
田
は
公
的
機
関
に
よ
る
土
地
権
利
移
転
の
仲
介
・
斡
旋
を
提

案
し
て
い
る
。
本
コ
ラ
ム
6
「
究
極
の
土
地
改
良
区
」
を
参
照
願
い
た
い
。

【
注
4
】
柳
田
は
耕
地
整
理
組
合
に
よ
る
灌
漑
排
水
工
事
の
企
画
を
一
挙

両
得
と
し
て
奨
励
し
て
い
る
。
だ
が
、
地
主
層
は
単
収
増
大
に
よ
る
小

作
料
収
入
増
加
が
期
待
で
き
る
灌
漑
排
水
に
熱
心
で
、
小
作
人
な
ど
の

農
作
業
軽
減
に
役
立
つ
耕
地
整
理
に
は
冷
淡
だ
っ
た
。
柳
田
は
あ
く
ま

で
耕
地
整
理
を
中
心
に
考
え
て
い
た
。
小
農
維
持
を
主
張
す
る
者
は
灌

漑
排
水
だ
け
を
や
れ
ば
良
い
と
し
て
い
た
。

【
参
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献
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土地改良・切り語り

1
何
故
、
柳
田
國
男
な
の
か
。

前
回
の
本
コ
ラ
ム
で
説
明
し
た
J
A
設
立
の
基
礎
と

な
っ
た
産
業
組
合
法
が
公
布
さ
れ
た
明
治
三
十
三
年
に
、

民
俗
学
の
父
で
あ
る
柳
田
國
男
は
東
京
帝
国
大
学
法
科

大
学
を
卒
業
し
農
商
務
省
に
入
り
、
二
年
後
に
は
「
最

新
産
業
組
会
通
解
」
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
内

閣
の
法
制
局
に
移
り
、
大
正
八
年
に
貴
族
院
書
記
官
長

で
官
僚
生
活
を
終
え
て
い
る
。

柳
田
が
農
政
学
で
主
に
対
象
と
し
た
明
治
中
期
か
ら

末
期
は
、
日
露
戦
争
を
挟
ん
で
、
人
口
増
加
と
と
も
に

商
工
業
が
著
し
い
発
展
し
て
い
る
。
農
業
は
最
大
の
産

業
で
は
あ
っ
た
が
、
コ
メ
は
輸
出
か
ら
輸
入
に
転
じ
、

地
主
制
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。
現
在
と
は
諸
条
件
が
異

な
る
が
、
先
の
民
主
党
政
権
下
で
は
零
細
農
家
も
含
む

生
産
調
整
に
参
加
す
る
全
て
の
販
売
農
家
と
集
落
営
農

を
交
付
対
象
に
戸
別
所
得
補
償
制
度
が
導
入
さ
れ
た
時

に
、
柳
田
が
批
判
し
た
農
政
が
息
を
吹
き
返
し
た
よ
う

に
思
え
た
。

今
回
は
柳
田
農
政
論
の
現
代
的
意
義
を
論
じ
る（
注
1
）。

2
柳
田
農
政
論
の
基
本
的
枠
組
み

柳
田
は
農
政
の
三
大
問
題
と
し
て
、
農
企
業
の
純
益

減
少
の
防
止
、
零
細
な
小
農
の
救
済
、
国
民
へ
の
廉
価

な
食
物
の
常
時
供
給
を
指
摘
す
る
。
農
家
や
消
費
者
の

生
活
向
上
が
主
目
的
で
、
結
果
的
に
農
業
生
産
が
増
大

す
る
考
え
で
あ
る
。
農
業
者
は
私
益
増
進
を
目
的
に
判

断
・
計
算
し
、
企
業
家
と
し
て
自
立
の
念
に
立
脚
す
る
。

経
営
規
模
は
農
家
一
戸
の
自
家
労
力
を
全
部
使
用
し
生

活
を
支
え
る
十
分
な
収
入
を
得
ら
れ
る
農
地
を
所
有
す

る
自
作
農
（
中
農
）
を
強
調
す
る
。
中
農
以
下
の
小
農

で
は
生
産
性
向
上
が
出
来
ず
、
以
上
の
大
農
な
ら
雇
用

労
賃
の
上
昇
に
よ
り
地
主
化
し
て
し
ま
う
と
し
た（
注
2
）。

中
農
化
で
き
な
い
小
農
の
離
農
と
商
工
業
就
業
は
資
本

と
労
力
の
適
切
な
産
業
間
配
分
で
あ
り
、
未
来
に
向
け

た
経
済
政
策
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

工
業
生
産
な
ら
ば
生
産
性
向
上
に
よ
る
生
産
物
価
格

の
低
減
は
消
費
者
の
利
益
に
も
な
る
が
、
地
主
制
下
の

農
業
で
は
地
代
を
増
や
し
地
価
を
高
め
て
新
規
参
入
者

の
障
害
に
も
な
る
。
保
護
貿
易
や
農
業
保
護
に
よ
る
価

格
の
政
策
的
引
上
げ
も
、
地
主
や
流
通
業
者
に
利
益
を

吸
収
さ
れ
る
と
し
て
反
対
し
た
。

三
大
問
題
の
解
決
に
期
待
さ
れ
る
産
業
組
合
は
、
社

会
的
に
中
級
以
下
の
資
本
の
乏
し
い
者
が
生
活
の
改
良

を
目
的
に
、
金
銭
の
預
入
貸
付
・
生
産
物
の
売
却
・
物

品
の
買
入
・
器
具
機
械
の
使
用
を
行
う
社
団
法
人
で
、

土
地
や
金
銭
な
ど
を
共
有
財
産
に
で
き
、
営
業
・
所
得

税
が
免
除
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
自
作
農
（
中
農
）
に

よ
る
生
産
性
向
上
の
成
果
は
地
主
や
流
通
業
者
に
奪
わ

れ
ず
、
消
費
者
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
と
し
た
。

3
農
政
の
具
体
的
な
施
策

基
本
的
枠
組
み
か
ら
次
の
論
点
が
導
き
出
さ
れ
る
。

①
小
農
保
護
策
批
判
：
小
農
で
は
所
得
確
保
の
た
め

に
兼
業
化
し
や
す
く
、
資
本
投
下
も
技
術
改
良
も
期
待

で
き
ず
生
産
性
向
上
を
実
現
で
き
な
い
。
農
業
だ
け
で

生
活
で
き
る
専
業
農
家
を
作
る
べ
き
と
し
た
。
②
経
営

規
模
拡
大
策
の
推
進
：
当
面
は
田
畑
2
ha
以
上
（
当
時

の
経
営
面
積
は
約
1
ha
）
の
農
地
を
所
有
す
る
中
農
を

養
成
し
、
過
剰
な
農
村
人
口
は
都
市
や
工
業
や
海
外
移

住
で
吸
収
し
農
家
数
を
減
少
さ
せ
る
。
以
前
に
自
作
農

で
あ
っ
た
中
小
地
主
の
帰
農
や
自
小
作
農
家
の
規
模
拡

大
に
よ
る
中
農
化
が
期
待
さ
れ
る
が
、
小
作
農
に
も
国

が
長
期
の
貸
付
資
金
を
提
供
し
自
作
農
化
を
可
能
に
す

る
。
小
作
争
議
も
零
細
経
営
が
根
本
原
因
と
し
、
離
村

離
農
者
へ
の
支
援
や
地
方
工
業
の
振
興
を
行
う
。
背
景
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土地改良・切り語り
に
小
農
の
余
剰
労
力
を
吸
収
で
き
る
商
工
業
の
発
展
が

あ
っ
た
。
③
農
業
保
護
批
判
：
金
銭
補
助
に
よ
る
利
益

誘
導
は
農
業
者
の
計
算
を
誤
ら
せ
る
。
保
護
政
策
で
収

益
性
の
低
い
農
業
を
維
持
し
て
も
低
所
得
者
を
存
続
さ

せ
る
だ
け
で
、
農
外
所
得
に
頼
る
兼
業
農
家
が
増
え
る
。

④
保
護
貿
易
批
判
：
関
税
な
ど
で
農
産
物
の
市
場
価
格

を
引
上
げ
て
も
地
代
が
上
が
り
地
主
が
得
を
す
る
だ
け

で
、
外
国
市
場
で
の
競
争
力
を
弱
め
る
。
も
と
も
と
自

給
は
無
理
で
、
稀
な
戦
時
の
た
め
常
に
不
効
率
な
農
業

を
保
護
し
て
も
競
争
力
向
上
の
保
証
は
な
い
。
政
府
は

変
動
す
る
市
価
の
安
定
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

4
柳
田
農
政
論
と
現
実

戦
前
・
戦
後
の
農
政
は
貧
農
・
小
農
保
護
政
策
が
主

流
で
、
結
果
的
に
小
作
料
の
引
上
げ
に
も
な
り
地
主
層

に
も
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
小
農
の
余
剰
労
力
を
吸

収
で
き
る
商
工
業
の
発
展
を
背
景
と
し
た
柳
田
の
主
張

は
通
ら
な
か
っ
た
。
戦
時
の
食
糧
管
理
制
度
と
戦
後
の

農
地
解
放
を
経
て
も
小
作
農
は
零
細
な
ま
ま
自
作
農
化

し
た
。
離
農
を
伴
う
経
営
規
模
の
拡
大
策
は
農
業
基
本

法
（
昭
和
三
十
六
年
）
か
ら
始
ま
る
構
造
政
策
で
日
の

目
を
見
る
が
、
農
地
の
資
産
保
有
が
影
響
し
、
北
海
道

以
外
で
は
兼
業
化
が
進
ん
だ
。
冒
頭
の
よ
う
に
今
で
も

小
農
保
護
策
が
息
を
吹
き
返
す
こ
と
も
あ
る
。

保
護
貿
易
の
根
底
に
あ
っ
た
地
主
制
は
農
地
改
革
で

消
滅
し
、
農
産
物
貿
易
の
自
由
化
は
あ
る
程
度
進
ん
で
、

消
費
者
が
そ
の
成
果
を
受
け
取
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、

競
争
力
の
強
化
は
不
十
分
な
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
産

業
組
合
は
高
利
貸
や
悪
徳
商
人
・
在
村
の
小
商
人
か
ら

社
会
の
中
級
以
下
の
者
を
守
る
目
的
で
あ
っ
た
が
、
戦

前
は
地
主
が
米
を
有
利
に
販
売
す
る
た
め
の
共
同
販
売

組
織
な
ど
富
裕
層
が
中
心
の
組
合
と
な
り
小
中
農
は
加

入
で
き
な
か
っ
た
。
小
農
の
離
農
な
ど
を
求
め
る
柳
田

農
政
論
は
現
在
の
J
A
へ
の
批
判
に
も
繋
が
る
。

5
柳
田
農
政
論
と
土
地
改
良

柳
田
は
土
地
改
良
に
期
待
を
か
け
て
い
る
。
①
市
場

経
済
下
で
自
由
な
作
物
選
択
を
可
能
に
す
る
水
田
の
汎

用
耕
地
化
な
ど
を
推
進
す
る
。
②
土
地
の
自
由
な
処
分

と
永
久
の
占
有
が
で
き
る
土
地
所
有
者
で
な
け
れ
ば
土

地
改
良
投
資
は
困
難
と
し
、
借
地
農
の
投
資
に
は
政
策

的
な
工
夫
が
必
要
で
あ
る（
注
3
）。
③
耕
地
整
理
で
は
土

地
の
分
合
交
換
が
進
ま
ず
小
農
が
存
続
す
る
傾
向
に
あ

る
。
大
地
主
の
影
響
や
法
律
手
続
の
煩
雑
等
も
あ
る
が
、

地
方
官
庁
が
誘
導
し
費
用
や
事
務
を
補
助
す
べ
き
で
あ

る
。
農
業
バ
ッ
シ
ン
グ
の
激
し
か
っ
た
昭
和
末
期
に
、

農
地
利
用
集
積
を
条
件
に
し
た
土
地
改
良
事
業
助
成
が

制
度
化
さ
れ
た
。
④
灌
漑
排
水
事
業
は
私
人
間
の
利
益

が
衝
突
し
や
す
い
た
め
事
業
が
小
地
域
で
行
わ
れ
易
く

地
域
全
体
に
は
有
害
に
な
る
。
古
来
い
ず
れ
の
国
で
も

国
の
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
の
は
単
に
費
用
の
た
め

で
な
い
。
灌
漑
排
水
事
業
は
耕
地
整
理
法
の
改
正
（
明

治
三
十
八
年
）
で
耕
地
整
理
事
業
に
取
り
込
ま
れ（
注
4
）、

都
道
府
県
営
事
業
が
創
設
さ
れ
た
（
大
正
十
二
年
）。

戦
後
の
土
地
改
良
法
制
定
で
種
々
の
工
種
を
包
摂
し
た

土
地
改
良
事
業
に
対
し
国
営
・
都
道
府
県
営
事
業
が
確

立
し
た
。
⑤
耕
地
整
理
組
合
は
工
事
終
了
と
と
も
に
解

散
す
る
が
、
市
町
村
と
普
通
水
利
組
合
は
施
設
の
維
持

管
理
を
行
い
、
法
人
と
し
て
永
続
す
る
。
両
者
の
事
業

は
区
域
や
設
計
等
で
相
互
に
調
整
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
土
地
改
良
区
の
創
設
で
解
決
し
た
。

6
柳
田
國
男
か
ら
学
ぶ
こ
と

柳
田
の
農
政
学
は
徹
底
し
た
経
済
合
理
主
義
の
下
、

農
業
者
（
耕
作
者
）
が
自
立
し
た
経
営
で
生
産
性
を
高

め
、
結
果
的
に
国
民
全
体
の
幸
福
を
実
現
す
る
施
策
で

あ
る
。
現
代
と
は
、
人
口
減
少
、
農
業
者
の
高
齢
化
、

農
地
面
積
の
減
少
、
大
規
模
経
営
に
必
要
な
技
術
進
歩

な
ど
時
代
背
景
が
異
な
る
が
、
そ
の
論
理
展
開
は

一
〇
〇
年
後
の
今
で
も
通
用
す
る
。
一
方
、
農
政
学
と

と
も
に
家
の
存
続
を
論
じ
、
こ
こ
で
も
国
家
視
点
で
な

く
民
間
伝
承
を
研
究
す
る
民
俗
学
を
展
開
す
る
。
柳
田

國
男
は
社
会
に
投
影
さ
れ
た
何
か
割
り
切
れ
な
い
部
分

を
見
て
い
た
。
合
理
性
と
と
も
に
、
そ
の
部
分
を
政
策

へ
の
思
考
過
程
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

【
注
1
】
本
論
考
は
「
ち
く
ま
文
庫
柳
田
國
男
全
集
29
/
30
」
に
収
め
ら

れ
た
「
中
農
養
成
策
」、「
農
政
学
」、「
時
代
ト
農
政
」
等
に
よ
る
が
、

紙
面
の
都
合
で
原
文
引
用
で
な
く
要
約
し
た
。

【
注
2
】
柳
田
は
品
種
改
良
・
施
肥
改
善
・
土
地
改
良
・
機
械
化
な
ど
の

技
術
や
経
営
法
の
発
展
に
よ
る
大
規
模
経
営
（
大
農
）
を
否
定
し
な
い

が
、
当
時
は
大
地
主
の
大
農
場
も
資
本
家
の
未
墾
地
開
発
も
困
難
な
の

で
、
当
面
は
中
農
を
推
奨
し
た
。
現
在
な
ら
自
家
労
力
で
十
分
な
収
入

を
得
ら
れ
る
専
業
農
家
の
経
営
面
積
は
2
ha
よ
り
遥
か
に
広
い
だ
ろ
う
。

【
注
3
】
柳
田
は
公
的
機
関
に
よ
る
土
地
権
利
移
転
の
仲
介
・
斡
旋
を
提

案
し
て
い
る
。
本
コ
ラ
ム
6
「
究
極
の
土
地
改
良
区
」
を
参
照
願
い
た
い
。

【
注
4
】
柳
田
は
耕
地
整
理
組
合
に
よ
る
灌
漑
排
水
工
事
の
企
画
を
一
挙

両
得
と
し
て
奨
励
し
て
い
る
。
だ
が
、
地
主
層
は
単
収
増
大
に
よ
る
小

作
料
収
入
増
加
が
期
待
で
き
る
灌
漑
排
水
に
熱
心
で
、
小
作
人
な
ど
の

農
作
業
軽
減
に
役
立
つ
耕
地
整
理
に
は
冷
淡
だ
っ
た
。
柳
田
は
あ
く
ま

で
耕
地
整
理
を
中
心
に
考
え
て
い
た
。
小
農
維
持
を
主
張
す
る
者
は
灌

漑
排
水
だ
け
を
や
れ
ば
良
い
と
し
て
い
た
。
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献
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1
何
故
、
柳
田
國
男
な
の
か
。

前
回
の
本
コ
ラ
ム
で
説
明
し
た
J
A
設
立
の
基
礎
と

な
っ
た
産
業
組
合
法
が
公
布
さ
れ
た
明
治
三
十
三
年
に
、

民
俗
学
の
父
で
あ
る
柳
田
國
男
は
東
京
帝
国
大
学
法
科

大
学
を
卒
業
し
農
商
務
省
に
入
り
、
二
年
後
に
は
「
最

新
産
業
組
会
通
解
」
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
内

閣
の
法
制
局
に
移
り
、
大
正
八
年
に
貴
族
院
書
記
官
長

で
官
僚
生
活
を
終
え
て
い
る
。

柳
田
が
農
政
学
で
主
に
対
象
と
し
た
明
治
中
期
か
ら

末
期
は
、
日
露
戦
争
を
挟
ん
で
、
人
口
増
加
と
と
も
に

商
工
業
が
著
し
い
発
展
し
て
い
る
。
農
業
は
最
大
の
産

業
で
は
あ
っ
た
が
、
コ
メ
は
輸
出
か
ら
輸
入
に
転
じ
、

地
主
制
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。
現
在
と
は
諸
条
件
が
異

な
る
が
、
先
の
民
主
党
政
権
下
で
は
零
細
農
家
も
含
む

生
産
調
整
に
参
加
す
る
全
て
の
販
売
農
家
と
集
落
営
農

を
交
付
対
象
に
戸
別
所
得
補
償
制
度
が
導
入
さ
れ
た
時

に
、
柳
田
が
批
判
し
た
農
政
が
息
を
吹
き
返
し
た
よ
う

に
思
え
た
。

今
回
は
柳
田
農
政
論
の
現
代
的
意
義
を
論
じ
る（
注
1
）。

2
柳
田
農
政
論
の
基
本
的
枠
組
み

柳
田
は
農
政
の
三
大
問
題
と
し
て
、
農
企
業
の
純
益

減
少
の
防
止
、
零
細
な
小
農
の
救
済
、
国
民
へ
の
廉
価

な
食
物
の
常
時
供
給
を
指
摘
す
る
。
農
家
や
消
費
者
の

生
活
向
上
が
主
目
的
で
、
結
果
的
に
農
業
生
産
が
増
大

す
る
考
え
で
あ
る
。
農
業
者
は
私
益
増
進
を
目
的
に
判

断
・
計
算
し
、
企
業
家
と
し
て
自
立
の
念
に
立
脚
す
る
。

経
営
規
模
は
農
家
一
戸
の
自
家
労
力
を
全
部
使
用
し
生

活
を
支
え
る
十
分
な
収
入
を
得
ら
れ
る
農
地
を
所
有
す

る
自
作
農
（
中
農
）
を
強
調
す
る
。
中
農
以
下
の
小
農

で
は
生
産
性
向
上
が
出
来
ず
、
以
上
の
大
農
な
ら
雇
用

労
賃
の
上
昇
に
よ
り
地
主
化
し
て
し
ま
う
と
し
た（
注
2
）。

中
農
化
で
き
な
い
小
農
の
離
農
と
商
工
業
就
業
は
資
本

と
労
力
の
適
切
な
産
業
間
配
分
で
あ
り
、
未
来
に
向
け

た
経
済
政
策
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

工
業
生
産
な
ら
ば
生
産
性
向
上
に
よ
る
生
産
物
価
格

の
低
減
は
消
費
者
の
利
益
に
も
な
る
が
、
地
主
制
下
の

農
業
で
は
地
代
を
増
や
し
地
価
を
高
め
て
新
規
参
入
者

の
障
害
に
も
な
る
。
保
護
貿
易
や
農
業
保
護
に
よ
る
価

格
の
政
策
的
引
上
げ
も
、
地
主
や
流
通
業
者
に
利
益
を

吸
収
さ
れ
る
と
し
て
反
対
し
た
。

三
大
問
題
の
解
決
に
期
待
さ
れ
る
産
業
組
合
は
、
社

会
的
に
中
級
以
下
の
資
本
の
乏
し
い
者
が
生
活
の
改
良

を
目
的
に
、
金
銭
の
預
入
貸
付
・
生
産
物
の
売
却
・
物

品
の
買
入
・
器
具
機
械
の
使
用
を
行
う
社
団
法
人
で
、

土
地
や
金
銭
な
ど
を
共
有
財
産
に
で
き
、
営
業
・
所
得

税
が
免
除
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
自
作
農
（
中
農
）
に

よ
る
生
産
性
向
上
の
成
果
は
地
主
や
流
通
業
者
に
奪
わ

れ
ず
、
消
費
者
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
と
し
た
。

3
農
政
の
具
体
的
な
施
策

基
本
的
枠
組
み
か
ら
次
の
論
点
が
導
き
出
さ
れ
る
。

①
小
農
保
護
策
批
判
：
小
農
で
は
所
得
確
保
の
た
め

に
兼
業
化
し
や
す
く
、
資
本
投
下
も
技
術
改
良
も
期
待

で
き
ず
生
産
性
向
上
を
実
現
で
き
な
い
。
農
業
だ
け
で

生
活
で
き
る
専
業
農
家
を
作
る
べ
き
と
し
た
。
②
経
営

規
模
拡
大
策
の
推
進
：
当
面
は
田
畑
2
ha
以
上
（
当
時

の
経
営
面
積
は
約
1
ha
）
の
農
地
を
所
有
す
る
中
農
を

養
成
し
、
過
剰
な
農
村
人
口
は
都
市
や
工
業
や
海
外
移

住
で
吸
収
し
農
家
数
を
減
少
さ
せ
る
。
以
前
に
自
作
農

で
あ
っ
た
中
小
地
主
の
帰
農
や
自
小
作
農
家
の
規
模
拡

大
に
よ
る
中
農
化
が
期
待
さ
れ
る
が
、
小
作
農
に
も
国

が
長
期
の
貸
付
資
金
を
提
供
し
自
作
農
化
を
可
能
に
す

る
。
小
作
争
議
も
零
細
経
営
が
根
本
原
因
と
し
、
離
村

離
農
者
へ
の
支
援
や
地
方
工
業
の
振
興
を
行
う
。
背
景
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